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４ 居住誘導区域 

（１） 居住誘導区域の設定 

① 基本的な考え方 

・３つの居住地の特性を活かした住環境の形成 

・現在の利便性を維持しつつ、産業拠点の形成に伴う職住近接型の都市形成を支える

住環境の形成 

② 設定方針 

ステップ 1  ： 居住が制限されているなど、居住誘導区域に含まない区域を抽出し、

それを除く範囲を居住誘導区域の検討範囲とします。（参考１参照） 

ステップ 2 ： ステップ 1 の居住誘導区域の検討範囲における、生活のしやすさの

条件を整理します。 

ステップ 3  ： ステップ 1、2を踏まえ、居住誘導区域を設定します。 

【ステップ１：居住誘導区域の範囲の検討】 

（居住誘導区域に含まない区域の抽出） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒法的に居住誘導区域に含まない区域［参考 1-1 ａ、ｂ］ 

・市街化調整区域など 

⇒災害リスクなど、居住を誘導することが適当でない区域［参考 1-1 ｃ］       

・土砂災害警戒区域などは市

内には指定されていません。 
・洪水浸水想定区域が市街化

区域の一部にありますが、最

大浸水深が0.5ｍ未満の区域

は居住誘導区域の検討範囲

に含め、0.5ｍ以上 3.0ｍ未満

の区域は含めません。 

⇒居住誘導区域に含めることについては慎重に判断を行う区域 

（検討の結果、居住誘導区域に含まない区域）   ［参考 1-1 ｄ］   
・住宅の建築が制限されている工業専用地域 
・地区計画などで、住宅建築が制限され、工業系土地利用を図る区域 

南西部第一期地区、圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区 
・工業地域、準工業地域などで、居住の誘導を図るべきではないと市町村が判

断する区域［参考 2 参照］ 
 ａ．現況で一団の工業系土地利用が行われている区域 

 ｂ．インターチェンジなどの一団の道路用地として利用されている区域 

（鶴ヶ島インターチェンジ） 

（注釈）洪水浸水想定区域図（鶴ヶ島市ハザードマップをもとに作成） 
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□参考 1-1 

ａ．居住誘導区域に含まない（都市再生特別措置法第８１条第１４項、同法施行令第２４条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｂ．原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき（都市計画運用指針より） 

 
 
 
 

 

ｃ．区域の災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、または軽減するための

施設の整備状況や整備見込みなどを総合的に勘案し、居住を誘導することが適当ではない

と判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないとすべき（都市計画運用指針

より） 

 
 
 
 
 
 
 

ｄ．居住誘導区域に含めることについては慎重に判断を行うことが望ましい 

（都市計画運用指針より） 

 
 
 
 
 
 

ア 市街化調整区域 
イ 災害危険区域 

・建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項のうち、同条第２項の規定に基づく条例により住

居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域 
ウ 農用地区、農地・採草放牧地 

・農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２項第１号に規定する農用地区域又

は農地法（昭和２７年法律第２２９号）第５条第２項第１号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地の区域 
エ 森林関係 

・自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第１項に規定する特別地域、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第２５条若しくは第２５条の２の規定により指定された保安林の区域、自然環境保全法（昭和４

７年法律第８５号）第１４条第１項に規定する原生自然環境保全地域若しくは同法第２５条第１項に規定す

る特別地区又は森林法第３０条若しくは第３０条の２の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法

第４１条の規定により指定された保安施設地区若しくは同法第４４条において準用する同法第３０条の規

定により告示された保安施設地区に予定された地区 

ア 土砂災害特別警戒区域 
イ 津波災害特別警戒区域 
ウ 災害危険区域（上記ａイに掲げる区域を除く。） 
エ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する地すべり防止区域 
オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項に規定する急傾斜

地崩壊危険区域 

ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第１項に規定する土砂災害警戒区域 
イ 津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項に規定する津波災害警戒区域 
ウ 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条第１項４号に規定する浸水想定区域 
エ 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第３２条第１項に規定する都市洪水想定区域及び同

条第２項に規定する都市浸水想定区域 
オ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第４条第１項に規定する基礎調査、津波

防災地域づくりに関する法律第８条第１項に規定する津波浸水想定における浸水の区域及びその他の調査結

果等により判明した災害の発生のおそれのある区域 

ア 法第８条第１項第１号に規定する用途地域のうち工業専用地域、同項第１３号に規定する流通業務地区等、法

令により住宅の建築が制限されている区域 

イ 法第８条第１項第２号に規定する特別用途地区、同法第１２条の４第１項第１号に規定する地区計画等のう

ち、条例により住宅の建築が制限されている区域 

ウ 過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域であって、人口等の将来見

通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 

エ 工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域であって、引き続き居

住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 
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□参考１－２ 
「□参考 1-1 ｂ、ｃ」に記載があるように、立地適正化計画では自然災害リスクがあ

る地域に居住を誘導しないこととなっています。しかし、鶴ヶ島市においては自然災害リ

スクが極めて少なく、災害の危険性により居住誘導区域から除外されるべき地域はほとん

どありません。 

自然災害発生時における「災害に強い鶴ヶ島」を、データや資料などに基づき以下に示

します。 

① 土砂災害警戒区域 

近年、集中豪雨などの被害は大きくなり、近隣市町でも被害が出ています。しかし、

鶴ヶ島市には山間部がなく、土砂災害警戒区域の指定もされていません。なお、土砂

災害警報は過去一度も発令されていません。 

② 洪水浸水想定区域 

鶴ヶ島市には大きな河川が存在せず、水路や雨水幹線が数本あるのみで、洪水浸水

想定区域に指定された範囲は極めて狭いものとなっています。（坂戸市を流れる高麗川

がはん濫した場合に、最大想定で羽折町の一部が区域指定されています。） 

このため、想定外の集中豪雨などで内水による浸水被害が出る可能性はありますが、

大きな被害は生じないものと想定されます。 

羽折町地区の洪水浸水被害想定 

浸水深が 0.5ｍ程度で面積も小さい（0.96ha） 

市面積に占める割合：0.05％ 

※指定には継続浸水時間がなく、浸水したとしても短時間で水が引くものと想定され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（鶴ヶ島市ハザードマップより） 
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③ 地震被害想定 

鶴ヶ島市で想定される地震被害として、次の 5 つが想定されます。 

・東京湾北部地震     （５強） 30 年間で「70％」 

・茨城県南部地震     （５強） 30 年間で「70％」 

・元禄型関東地震     （５強） 30 年間で「ほぼ 0％」 

・関東平野北西縁断層帯地震（６強） 30 年間で「0.008％以下」 

・立川断層帯       （６弱） 30 年間で「２％以下」 

※パーセントは発生確率 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災時の鶴ヶ島市の震度は５弱であり、埼玉県内ではさいたま市など

県東部で震度５強を記録しています。発生確率が低いものについても、地震が起

こらない訳ではありません。 

また、液状化については、鶴ヶ島市ではこれまで確認されておらず、液状化リス

クは市全域において「極めて低い」と診断されています。（平成 24・25 年度埼

玉県地震被害想定調査報告書より） 

参考 鶴ヶ島市直下型地震 → 関東平野北西縁断層帯地震（震度６弱～６強） 

※ 鶴ヶ島市の被害想定が最大の地震「全国どこでも起こりうる直下型地震」 

  
 

 

 

 

 

 

中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ資料より → 

↓平成 24・25 年度埼玉県地震被害想定調査報告書より 

 

都心南部直下地震(Mw7.3) 

← 鶴ヶ島市ハザードマップより 

震度分布図：揺れやすさマップ 
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□参考２ 

 

工業地域、準工業地域で、現況で一団の

工業系土地利用が行われている区域 
・工業地域、準工業地域で工業系利用の

土地利用が集積し、今後も工業などの

操業環境の維持を図ることが望まれる

区域は居住誘導区域に含めません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ａ 準工業地域 

・住居、商業利用が過半を占めており、

居住誘導区域の検討範囲に含む 

・鶴ヶ島 IC である道路用地は居住誘導

区域には含まない。 

 

Ａ 
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Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｃ 工業地域 

・居住利用がまとまっ

ている箇所と公園は

居住誘導区域の検討

範囲に含め、他は含ま

ない。 

Ｂ 工業地域 

・まとまった工業系

土地利用は居住誘

導区域の検討範囲

に含まない。 

・それ以外は、居住誘

導区域の検討範囲

に含む。 

Ｄ 準工業地域 

・工業系利用がまと

まっており、居住誘

導区域の検討範囲

に含まない。 
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Ｅ 工業地域 

・居住利用がまとまっている箇所は居

住誘導区域の検討範囲に含め、他は

含まない。（地区計画で住宅用途を制

限） 

Ｅ 
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F 工業地域 

・工業系利用がまとまって

おり、居住誘導区域の検討

範囲に含まない。 

Ｆ 
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【ステップ２：居住誘導を図る区域における条件の整理】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ａ．居住誘導区域の検討範囲のうち、公共交通の利用しやすい範囲また

は土地区画整理事業により基盤施設が整備されている区域 

（①または②または③の地区） 

① 産業拠点を除く各拠点の中心となる施設（駅・市役所）から徒歩圏 800ｍ  

② 公共交通の利便性が高い範囲 

   ・鉄道駅徒歩圏 800ｍ、バス停徒歩圏 300ｍの範囲 

③ 土地区画整理事業などにより、基盤が整備されている地区 

居住誘導区域の検討範囲のうち、Ａに含まれない区域 
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Ｂ．容易に主要な都市機能を利用できる範囲 

 
主要な都市機能（商業、外科または内科を有する医療、高齢者福祉、子育て支援）の施

設の徒歩圏は 800ｍです。 

これらの都市機能の徒歩圏 800ｍがすべて重なる範囲は、生活の利便性が高い範囲とい

えます。 

※図の都市施設は 2018年 12月末現在の状況です。 
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【ステップ３：居住誘導区域の設定】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●居住誘導区域の設定 

居住誘導区域の検討範囲のほとんどは、「Ａ．居住誘導区域の検討範囲のうち、公共交通の利

用しやすい範囲または土地区画整理事業により基盤施設が整備されている区域」に含まれてい

るとともに、「Ｂ．容易に主要な都市機能を利用できる範囲」となっています。 

よって、「居住誘導区域の検討範囲」は、便利で生活しやすい範囲であることから、「居住誘

導区域の検討範囲」全域を「居住誘導区域」とします。 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【
居
住
誘

導
区

域
の

設
定

】
 

3
9
8
.7

ha
 

9
3
.0

ha
 

3
.7

h
a 

3
.1

h
a 

1
9
4
.8

ha
 

※
居
住
誘
導
区
域
面
積
の
市
街
化
区
域
面
積
に

対
す
る
割
合
 
8
1
.9

％
 

・
居

住
誘
導

区
域
面
積
 
計
 
 
 
 6
9
3.
3
ha
 

・
市

街
化
区

域
面
積

 
 
 

 
 
 

 8
4
6.
8
ha
 

  
 



19 
 

（２） 居住誘導区域における誘導施策 

 災害リスクが極めて少なく、災害に強い安全なまちであることを活かし、安心で暮らし

やすい環境を創出します。また、職住近接のまちづくりに必要となる定住の受け皿を確保

します。それとともに、地域のコミュニティや多世代間交流などのつながりの形成を促進

し、誰もが快適に生活できる環境の創出を図ります。 
 

① 居住誘導区域全域における誘導施策 

●ライフスタイルやライフステージに応じた住環境の形成 

・ファミリー世帯や高齢者世帯のニーズに応じた住替えができるように、リバースモー

ゲージやマイホーム借上げなどの支援制度の活用を促進します。 

・職住近接型都市の実現に向け、市内で就業する市外在住者の転入支援として、定住促

進に向けた、金融機関と連携した住宅資金融資制度や空き家バンクの活用を図るとと

もに、建替えや住替えの支援による住宅地の更新を図ります。 
・密集市街地では、狭い土地に建設された 2宅地を 1宅地とし、セットバックなどによ

り敷地周辺の狭く細い道路を拡幅する場合の支援策を検討するなど、防災面に配慮し

た居住環境の改善を図ります。 
・コンパクトな市域を活かし、市街化調整区域における貸し農園や体験農園などの農地

活用を推進することで、身近にある優良な農地を守り伝え、市民や関係人口の心地良

く健やかな生活につなげていきます。 
 

●空家対策推進による良好な居住環境の形成 

・空家発生前の予防策として、相続が発生する前から、納税通知書や広報紙への掲載な

どにより、市民の意識醸成を図ります。 
・地域コミュニティと連携して空家情報の把握に努め、所有者などに適切な管理を指導

するとともに、必要に応じて空家の除却を始めとした対策を進めます。 
・相続や税などの問題で市場に流通しにくい空家の対策について検討を行い、空家の発

生を抑制します。 
 
●さまざまな世代の誰もが安心して健康的に生活できる環境の創出 

・公共施設の再編と併せた、にぎわいの創出や、さまざまな人々が交流・ふれあう機会

を設けるとともに、高齢化に伴う地域力衰退を予防する多世代共存のまちづくりを進

めます。 
・公園施設などの適切な維持管理や長寿命化対策により、安全・安心で利便性の高い公

園づくりを行います。 
・就労形態の多様化に対応できるような保育サービスの充実を図ります。 
・民間事業者と連携し、子育て世代が安心して生活できる環境の創出に努めます。 
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●誰もが気軽に出かけられ、移動できる交通環境の形成と、まち全体の活力の維持 

・さまざまな世代の誰もが、駅や拠点などに容易に移動できるネットワークを形成し

ます。 
・各拠点と産業拠点間を結ぶ公共交通軸の利便性向上を図ります。 
・つるバス、つるワゴンの乗り換え、乗り継ぎの場となる駅、市役所、旧庁舎跡地など

のバス停の待合施設（ベンチなど）の整備を図ります。 
・平坦で移動しやすい鶴ヶ島市の地形特性を活かし、民間企業と連携した、コミュニテ

ィサイクル（※）の導入を検討します。 
 （※）特定の区域内に複数設置されたサイクルポート（専用の駐輪場）で共用の自転

車を乗り降りすることによって、多くの人が自転車を相互利用する仕組み。 
 

② 特に注力していく誘導施策 

●生活拠点（一本松駅周辺）エリア 

土地区画整理事業で整備された、良好な住宅地の生活を担う拠点の形成 

・職住近接のニーズに対応するため、鉄道事業者などと連携を図りながら、一本松駅お

よび周辺の環境整備を進めます。 

 

●藤金エリア 

職住近接を実現する定住の受け皿の確保 

・社会経済状況などを踏まえ、当該地区の実情に即した都市基盤整備を進めます。 
・身近な生活サービス施設の誘導を検討するなど、定住の受け皿としての環境の充実を

図ります。 
 

●富士見、松ヶ丘、南町の中高層団地が立地するエリア 

団地ストックなどを活用した、企業誘致による波及効果の吸収 

・高齢化が進むエリアであることから、ＵＲ団地などのバリアフリー化を促進します。 
・移住、住替え支援制度を推進し、生産年齢人口の増加を図ります。 
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（３） 居住誘導区域外における届出制度 

居住誘導区域外において以下の開発行為や建築行為などを行う場合、これらの行為

などに着手する日の 30 日前までに、行為の種類や場所について、鶴ヶ島市に届け出

ることが義務付けられています。 

 

●居住誘導区域外における開発行為または建築行為の届出 

（都市再生特別措置法第 88条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ａ．３戸以上の住宅を新築しようとする場合 
 

 

 

 

 

ｂ．住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しよ 
うとする場合（例：有料老人ホームなど） 

 

ｃ．建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅など（ａ、ｂ）とする場合 

例） 
３戸の建築行為 

１戸の建築行為 

○建築等行為 

■居住誘導区域外において届出の対象となる行為   ※国土交通省作成資料より作成 

○開発行為 

ａ．３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 
 

 

ｂ．１戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000m2以上のもの 
 

 
 

 

 
ｃ．住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的 

で行う開発行為（例：有料老人ホームなど） 

例） 
1,300m2 １戸の開発行為 

例） 
３戸の開発行為 

800m2 ２戸の開発行為 


